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１． 事業者名及び代表者名

株式会社　丸勝工務店　　　　代表取締役　勝又　誠

２．

本　    　 　　　社  ：　静岡県御殿場市仁杉768番地

資 材  置  き 場　 ：　静岡県御殿場市二枚橋326-1・326-4・326-6

３． 事業活動   

建設業（建築、土木、大工、とび・土工・コンクリート、

                   屋根、塗装、防水、内装仕上、建具、解体）

４． 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

　　　環境管理責任者　　勝又　泰朋　　　　　環境管理事務局　　勝又　敦子　　　　　

TEL　（0550）-89-0088　　FAX（0550）-89-0080

（Ｅ－ｍａｉｌ： soumu@maru-katu.co.jp）

５． 建設業許可

特  定  建  設  業  ：   静岡県知事許可　（特－1）　第4700号

一級建築士事務所  ：　静岡県知事登録　（5）第3911号

６． 事業の規模

①設立　　1962年　11月30日

②事業規模

活動規模 単位 2020年度 2021年度 2022年度

新築工事件数 件 4 1 2

修繕・改修工事件数 件 20 67 65

土木工事件数 件 17 20 19

その他工事件数 件 24 36 67

売上高 百万円 540 349 422

従業員数 人 18 18 18

事務所床面積 ㎡ 199.5 199.5 199.5

倉庫+作業場+資材置き場床面積 ㎡ 1528.57 1528.57 1528.57

二枚橋資材置き場 ㎡ 3131.47 3131.47 3131.47

７．
＾

８． 認証・登録の対象範囲

対 象 組 織  ：　本社、事務所及び資材置き場

事業年度　10月～翌年9月　(今回の活動レポートの対象期間は2022年10月～2023年9月です。）

活　　　 　動  ：  建築工事業(一般建築、社寺建築、官庁建築）、土木工事業

　1.　組織の概要

所在地

事  　　務　  　所  ：　静岡県御殿場市中畑66番地
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・全体統括

・経営における課題とチャンスの明確化

・環境方針の設定

・経営資源の準備

・全体の評価と見直し

・目標及び計画の作成

・進捗状況を代表者へ報告

・計画の実施　・現場を統括

・現場での取り組み状況を責任者に報告

・協力業者へ計画を周知し、指示

・計画の実施　・現場を統括

・現場での取り組み状況を責任者に報告

・協力業者へ計画を周知し、指示

・問題点の把握と是正の実施

・事務所・現場での電力・燃料・水の使用量の管理

EA-21活動事務局 ・責任者の補佐

・データまとめ　・自己チェック実施

・文書及び記録書類の作成・維持管理

対
象
範
囲

勝又　敦子

リーダー：長田　巧       

リーダー：石田　善昭

リーダー：勝又　通子    

建築部門

土木部門

経理・総務部門 ・計画の実施　・事務の統括　・従業員の教育

勝又　泰朋

2.  実施体制

経営責任者

　（代表取締役）

環境管理責任者 ・環境経営活動の推進

勝又　誠
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1.

2.

3.

4.

５.

制定日　2019年　12月　1日

事務所および現場の整理整頓を徹底し、資源の有効活用に努めます。

環境関連の法規及び協定等を明確化し、遵守します。

すべての社員に対して環境に関する教育の実施や、環境経営方針の周知を徹底し、環境保全の

意識及び能力の向上を図ります。

また、環境活動レポートを社内外に公表し、地域を含めた環境コミュニケーションに活用していきます。

①CO2排出量を削減するため、使用エネルギーの低減に努めます。

②廃棄物の発生を軽減し、分別の実施により、再利用・再資源化を推進します。

③水の使用量、排水量を減らし水資源の有効活用に努めます。

④購入する資材や備品は再生材やグリーン購入を推進します。

3.　環境経営方針

《企業理念》

《環境方針》

地域の環境保全を目指し、環境に配慮した施工計画及び使用材料に係わる活動を推進します。

事業活動が環境に与える影響を把握し、省資源・省エネルギー・リサイクル活動を推進します。

　
　当社では、創業以来の『真心を込めた施工』を念頭に、末永く愛され、活用され、後々の世代に残せる建物の
提供が地域の環境保全への貢献となると考え、従業員一丸となり環境負荷の低減に取り組んで参ります。
　また、本業である建築工事においては、今日より尚一層技術を磨き、環境の有効活用や無駄のない施工など
環境に配慮した建物造りを推進していきます。
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基準期間

2018年度
実績

基準値 目標削減率 目標値 実績削減率 実績値 評価

68,963.00 65,514.85 56,555.42
135.20 128.44 134.0
27,417 26,046.15 21394
53.70 51.02 51

12,666.65 12033.31 9884.03
24.83 23.58 23.42
2,060 1,957.00 1773
4.03 3.83 4.20

5,129.40 4872.93 4414.77
10.05 9.54 10.46
98.118 93.21 70.587
0.19 0.18 0.17

294.350 279.63 211.76
0.57 0.54 0.50
3,052 2,899.40 178
5.9 5.60 0.42

1,410.02 1339.51 82.24
2.76 2.62 0.19

9,088.61 8,634.17 10925.28
17.80 16.91 25.88

21,085.58 20031.30 25346.65
41.34 39.27 60.06

11,001.43 10,451.35 6440.30
21.50 20.42 15.26

28,383.69 26964.50 16615.97
55.65 52.86 39.37
308 292.600 177
0.6 0.57 0.42

リサイクル率 98.6 90％以上 90％以上 99.20 〇
820 779.0 456
1.61 1.53 1.08

未使用材の
在庫削減 100 -10％ -25% 〇

省エネ仕様
住宅の提案 － 3 3 1 ×

* 全ての削減率及び、評価は基準年度の完工高あたりｋｇ-CO2/100万の値と比較している。

２．中期の環境目標

基準値 完工高あたり/100万 削減率 目標値 削減率 目標値 削減率 目標値

kg‐CO2 56555.42 134.00 -1% 55989.86 -2% 55424.31 -3% 54858.75

電力 kWh 21394.00 51.00 -1% 21180.00 -2% 20966.12 -3% 20752.18

灯油 Ｌ 1773.00 4.20 -1% 1755.27 -2% 1737.54 -3% 1719.81

プロパンガス
（LPG）

kg 70.59 0.17 -1% 69.88 -2% 69.18 -3% 68.47

電力 kWh 178.00 0.42 -1% 176.22 -2% 174.44 -3% 172.66

ガソリン Ｌ 10925.28 25.88 -1% 10816.00 -2% 10706.77 -3% 10597.52

軽油 Ｌ 6440.30 15.26 -1% 6375.60 -2% 6311.49 -3% 6247.09

産業廃棄物 ｔ 177.00 0.42 -1% 175.23 -2% 173.46 -3% 171.69

リサイクル率 ％ 90%以上 90%以上 90%以上 90%以上

㎥ 456 1.08 -1% 451.44 -2% 446.88 -3% 442.32
未使用材の
在庫削減 ％ 100 -5％ -10％ -15％

省エネ仕様
住宅の提案 件 1 2 3 4

*1 「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、東京電力（2017年度）の調整後排出係数「0.462㎏-CO2/kWh」を使用した。

*2 建設現場電力は使用量の把握が困難なため、評価せず。

*3 一般廃棄物は小量なので目標値を定めず。

2022年度
2022.10月～2023.9月

廃棄物
排出量

環境に配慮
した自社の
取り組み

ガソリン

軽油

産業廃棄物

2023年度
2023年10月～2024年9月

2024年度
2024年10月～2025年9月

2025年度
2025年10月～2026年9月

-5%

kg‐CO2

完工高あたりkg‐CO2/100万

二酸化炭素排出量
（全社合計）

水道使用量の削減

電力

電力

灯油

プロパンガス
（LPG）

事務所

二酸化炭素排出量
（全社合計）

廃棄物
排出量

水道使用量の削減

環境に配慮
した自社の
取り組み

事務所

建設現場

建設現場

-0.9%

-30%

4.　環境経営目標と実績

環境方針項目及び
取組項目及び
二酸化炭素排出量

運用期間

項目 単位

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5.7%

4.1%

-12.3%

-93.0%

-33%

45%

-29.2%

×

〇

〇

×

〇

－

×

単位

kg‐CO2

完工高あたりkg‐CO2/100万

kWh

完工高あたりkwh/100万

Ｌ

完工高あたりkg‐CO2/100万

kg‐CO2

完工高あたりkｇ/100万

kg
完工高あたりkg‐CO2/100万

kg‐CO2

完工高あたりL/100万

kWh

完工高あたりkwh/100万

kg‐CO2

完工高あたりkg‐CO2/100万

Ｌ

完工高あたりL/100万

kg‐CO2

完工高あたりkg‐CO2/100万

Ｌ

完工高あたりL/100万

基準年度　　　

2022年度
実績

目標年度　　　

kg‐CO2

完工高あたりkg‐CO2/100万

件

％

完工高あたりｍ3/100万

㎥
％

完工高あたりｔ/100万

ｔ

〇

〇

4



10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

現場

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

事務所 冬場の花壇作り

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

事務所
現場

給油量の記録と燃料節約（エコドライブの周知）

6．地域貢献

電力

ガソリン
軽油
灯油

区分

事務所

節水の推奨（周知・表示）

活動内容

環境ラベル品の購入

コピー機カートリッジのリサイクル

リサイクル材の購入検討

４．グリーン購入

区分

スケジュール

近隣道路清掃 毎月下旬

スケジュール

未使用材の在庫削減 毎月中旬

省エネ仕様住宅の提案（自社パンフレット作成）

5．環境に配慮した自社の取り組み

区分

現場

区分 活動内容

活動内容

スケジュール

現場

区分

事務所
現場

再生材の使用推奨

廃棄物の分別とリサイクル

３．水道使用量の削減

事務所

活動内容

スケジュール

印刷時のプレビューの徹底・両面印刷の徹底

コピー用紙や封筒の再利用

活動内容

FAXのPDF化

廃棄物の分別とリサイクル

３Rの実践

スケジュール

再生コピー用紙を購入する

マニフェストの管理・保管

電子マニフェストの導入

重機の自主点検・整備の徹底

省エネ車の導入

冷暖房の温度管理（冬のストーブのみ）

2．廃棄物排出量の削減

不要な照明、扇風機の消灯、未使用時のパソコンの節電

クールビズ・ウォームビズ（冬：室温２０℃）

エアコン使用時の扇風機併用

遮光対策（グリーンカーテンの設置）

パソコンの省エネモード設定

5.　環境経営計画に基づき実施した取組内容

                                                                                                                                                           （運用期間：2022年10月～2023年9月）

１．二酸化炭素排出量の削減

スケジュール
活動内容区分
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①環境経営目標の評価、是正・予防処置

評価

是正

評価

是正

評価

是正

②次年度の環境経営目標
エコアクション開始から５年が経過したので、一度基準年度を更新する。その基準に沿って新たに目標を設定する。

現場
ガソリン

遠距離の現場も多く、工場への道具や材料の忘れ物の行き来が原因思われる。

営業活動を縮減できないので、再度、エコドライブの教育を行い、忘れ物にも注意をし、
ムダな燃料使用を減らす。

6.　環境経営目標の評価、是正・予防処理と次年度の環境経営目標

事務所
灯油

完工高あたりで計算すると増加しているが、実績値としては減少している。

完工高あたりで減少になるように今後もストーブの温度設定を確認する。
部屋が暖まったら早めに消す。

現場
電力

使用量が明確な現場と不明確な現場があるために比較が難しい。

CO2排出量 事務所 現場

2018（57期） 68963 18090 50873

2023（61期）目標 65514 17185 48329

2023（61期）実績 56555.42 14510 42044

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

全体のCO2排出量（kg）

2018（57期） 2023（61期）目標 2023（61期）実績

単位 Kg-CO2
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評価 内容

△ 掲示〇→徹底△

〇 徹底されている

〇 実施された

〇 実施された

〇 実施された

○ 実施された

〇 実施された

〇 徹底されている

× 検討後、次年度変更

〇 徹底されている

評価 内容

〇 徹底されている

〇 徹底されている

〇 徹底されている

〇 徹底されている

〇 徹底されている

〇 徹底されている

〇 徹底されている

〇 徹底されている

〇 徹底されている

評価 内容

事務所・現場 〇 表示ＯＫ

評価 内容

〇 徹底されている

〇 徹底されている

〇 徹底されている

現場 〇 検討実施

評価 内容

〇 実施した

〇 実施した

評価 内容

事務所・現場 〇 月１回会社前道路清掃

<備考>

活動内容
評価 今後（次年度）の取組

内容

近隣道路清掃 継続

評価編定：○（よくできた）　△（まあまあできた）　×（できなかった）　－（実施が見送られた）

区分

電力

ガソリン
軽油
灯油

区分

事務所

現場

区分

区分

事務所

区分

現場

区分

活動内容

活動項目

活動内容

活動内容

6．地域貢献

環境ラベル品の購入 継続

コピー機カートリッジのリサイクル 継続

リサイクル材の購入検討 継続

5．環境に配慮した自社の取り組み

活動内容
評価 今後（次年度）の取組

内容

未使用材の在庫削減 継続

省エネ仕様建築物の提案（自社パンフレット作成） 継続

節水の周知 継続

４．グリーン購入
評価 今後（次年度）の取組

内容

再生コピー用紙を購入する さらに経理作業の電子化

マニフェストの管理・保管 継続

電子マニフェストの導入 継続

３．水道使用量の削減

評価 今後（次年度）の取組

内容

FAXは内容を確認してから印刷する 継続

廃棄物の分別とリサイクル 継続

３Rの実践 継続

再生材の使用推奨 継続

廃棄物の分別とリサイクル 継続

2．廃棄物排出量の削減
評価 今後（次年度）の取組

内容

印刷時のプレビューの徹底・両面印刷の徹底 継続

ミスコピー紙の裏面再使用 継続

事務所内の雨漏りの修繕（屋根修繕＋断熱材設置） 　　　　　　　　　　―

給油量の記録と燃料節約（エコドライブの周知） 継続

省エネ車の導入 重機の廃車

ストーブの温度設定の見直し 継続

クールビズ・ウォームビズ 継続

エアコン使用時の扇風機併用 継続

フィルター定期清掃 継続

事務所内設備の省エネルギー家電製品導入の検討 継続

事務所内の照明器具の見直し及び減灯の検討 工場内の照明器具の見直し

7.　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

（運用期間：2022年10月～2023年9月）

１．二酸化炭素排出量の削減
評価 今後（次年度）の取組

内容

不要な照明、扇風機の消灯、未使用時のパソコンの節電 継続
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8.　社内活動報告

<緑のカーテン設置・冬は花の栽培>

エコアクション２１を始めた2020年からグリーンカーテンの設置を続け

ています。今年もゴーヤや朝顔を植えて成長を楽しみました。なかな

かゴーヤは成長が冬季はパンジーとビオラを育てました。

←ゴーヤ

冬花壇→

<夏場の水分補給＞

夏場は水筒を持ってきている方が多かったで

す。事務所ではヤカンで麦茶を沸かして休憩

時間に提供したり、ペットボトルを購入する際

は『ラベルなし』の商品を買うようにして、ゴミ

削減につなげました。

大量に排出されるペットボトルはきちんと、リ

サイクルしています。今後はペットボトルのフ

タを回収してワクチン支援活動も行っていき

たいと思います。

<ゴミ分別表示>

ゴミの分別を徹底しています。

今までペットボトルはラベル・キャップは

そのまま捨てていましたが、全てはがし

て捨てるようになりました。

また弁当ゴミも各自持ち帰りを徹底する

と、一般ゴミの量が減りました。

<事務所グリーン購入>

コピー用紙やトイレットペーパー、文房具など積極的にグリーン購入を行っています。

<自社パンフレット作成>

自社のような工務店では、設計事務所の設計に基づいて施工していくた

め、直接お客様に省エネ仕様住宅の提案をしていくのが難しい。自社での

施工事例やでお勧めしている工法を少しでも多くの方に知っていただくた

めにパンフレットを作成した。今は新たに取り組む設計事務所へのご挨拶

にお渡ししたり、市内の不動産業者などにも置かせていただいています。

<地域貢献・近隣清掃等>

月曜日の朝礼後、会社前の道路の清掃や雑草取りをしています。

建設業協会の清掃活動にも参加しています。

<節電・節水の呼びかけ>

電気スイッチ横や水道横に注意書きを掲示し社員の意識付けをしています。
<エコドライブ呼びかけ>

社用車 鍵保管庫に『エコドライブ10か条』を掲示し、社員

への意識付けをしています。



１． 環境関連法規の遵守状況

　当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2023年10月15日

評価者　環境管理責任者　勝又　泰朋

条項 適用内容または規制基準値 当社の適応及び対応 遵守評価

第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託処理 市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
保管基準の遵守、保管場所の表示
廃棄物の悪臭・飛散防止

○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 〇

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第3項 収集・運搬業者の管理票交付者へのマニフェスト返却 B1票の90日以内の送付等 〇

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 〇

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施
運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票（180日
以内）の期間内返却

○

第14条第1項 産業廃棄物の収集運搬業の許可 県知事の許可 該当なし

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の遵守 産業廃棄物収集運搬業者 該当なし

第14条の2 産業廃棄物の収集運搬業の許可等変更 県知事の許可 該当なし

第5条 建設業者の責務 分別の励行、リサイクルの推進 ○

第9条

対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の実施

解体工事-床面積合計80㎡以上
新築・増築工事-床面積合計500㎡以上
その他の工作物に関する工事（土木工事等－請負代金
額500万円以上）

○

第10条
対象建設工事の発注者又は自主施工者の対象工事の届出

発注者に工事計画等を説明し工事着手7日前までに市
長に届出書を提出 ○

第12条 対象建設工事受注者の発注者への届出事項の説明 ○

第16条 対象建設工事受注者の再資源化等の実施 ○

第18条 対象建設工事の元請業者による発注者への特定建設資材廃棄
物の再資源化工事等の完了報告

発注者への完了報告
○

第31条 技術管理者の設置（解体工事の監督） 該当なし

第6条 特定施設の設置の届出 木材加工機械 ○

第14条 特定建設作業の実施の届出 該当なし

第15条 特定施設の届出改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） 該当なし

第6条 特定施設の設置の届出 該当なし

第14条 特定建設作業の実施の届出 該当なし

第15条 特定施設の届出改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） 該当なし

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃の実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から30日以内に県知事へ提出 ○

第11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（１～2回／年） ○

家電リサイクル法（特定家庭用機器再
商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適切な引き
渡し、料金の支払

指定家電（テレビ・冷蔵庫他）廃棄時のサイクル料金の
支払

〇

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

第3条 都道府県知事に対する特定建設業の許可の申請 ○

第25条第１項 主任技術者の設置 ○

第25条第2項 管理技術者の設置 ○

第9条の4 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱基準
指定加工物の数量の5倍以上を貯蔵・取り扱いする
場合は届出

○

第11条 指定数量以上の危険物保管の届出 指定数量以上の危険物の保管の消防署への届出 該当なし

第3条 危険物の取扱作業に関して保安の監督 危険物取扱者の設置 該当なし

第71条 騒音に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日前） 鉄骨及び橋りょうの組み立て作業 〇

第72条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 〇

第88条 振動に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日前） くい打機（振動規制法の特定建設作業に準ずる） 〇

第８9条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 〇

第8条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

環境基本法 第8条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

地球温暖化対策推進法 第5条 自主努力義務、行政への協力 EA21の取組 ○

循環型社会形成推進基本法 第11条 廃棄物の３R及び適正処理の推進
廃棄物の分別、行政への協力（廃棄物等の内、有用な
物の循環的な利用を促進）

○

資源有効利用促進法（資源の有効な利
用の促進に関する法律）

第4条 指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 〇

グリーン購入法（国等による環境物品
等の調達の推進等に関する法律）

第5条 事業者の責務（国等の施策への協力等） 物品の購入、借り受け等する場合の環境物品等の選択 ○

２． 違反、訴訟等の有無

関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

責務
・

努力

義務

9.　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

法規・条例・規制

法令

静岡県
条例

法令

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃
に関する法律）

建設リサイクル法（建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律）

騒音規制法

振動規制法

浄化槽法

自動車リサイクル法（使用済自動車の
再資源化等に関する法律）

建設業法

消防法

静岡県生活環境の保全等に関する条
例

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関
する条例

〇
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作成　 2023年12月15日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □ 特に問題ありませんでした。

6 □

7 □

8 □

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

代表者のコメント
仕事量は横ばい。だが、ありがたいことに昔からお付き合いのある神社仏閣の仕事も頼まれることも多く、今ある仕事に全員が丁寧に取り組
んでくれている。今年度は自社のパンフレットを作成し、新規顧客を集めるねらいでもいる。
また何十年も前から使用しているユニック車などを廃車し、今後は必要な時にリースするなど経費削減に来年度は取り組んでいく。
現場においては引き続き、二酸化炭素排出量を抑えるような作業を心がけてもらうのに付け加え、在庫管理を行い改修工事などでは上手く
余っている在庫を使用できるよう工夫をしていってもらいたい。
今年度でエコアクションを始めて５年になった。来年度はまた新たに基準を設けて目標に向かって取り組んでいきたい。
環境関連法規等の遵守状況については違反はなし。
環境経営方針、環境経営目標、実施体制等についてはこのまま継続する。

環境に関する組織（実施体制含め）

その他のシステム要素

その他（外部への対応）

環境経営方針

環境経営目標 未達成になった要因を把握し目標の立て方を検討すること

環境経営計画 自社トラックの見直し

苦情や指摘事項はありませんでした。

その他（                                 ）

２０２３年１２月２５日

見直し項目 「有」の場合の指示事項等

10.　代表者による全体の評価と見直し・指示

項    目 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

エコアクション21文書 記録・文書として作成しました。

１
・
見
直
し
関
連
情
報

環境経営目標及び目標達成状況

環境経営計画及び取り組み実施状況 継続して取り組みます。

環境関連法規要求一覧及び遵守状況 記録に記載いたしました。

外部コミュニケーション・対応記録

問題点の是正・予防措置の実施状況 継続して取り組みます。

取引先、業界、関係行政機関、その他の外
部動向
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訓練日 天気

※評価と改善策

2023.3.26 晴れ 10:00 全社員倉庫内から火災発生

トラッキング火災は電気製品を使用していなくても、電源がOFFであっても、コンセントにプラグが差さっているだけで発生すると言
われている。日頃から点検や清掃を行い、対策していきたい。
訓練では初期消火や通報の仕方を確認した。全員が落ち着いてできていたので、本当に火災があった時にも慌てずに対応する
よう心がけた。

コンセントプラグからの
トラッキング火災による発火

・火災発生を確認
・大声で周りに知らせる
・消火器による初期消火or避難
・消防署に通報

想定される緊急時の状況 時刻 参加者

原因 対処・訓練等

環境上の緊急対策
〈緊急時対策〉

作成日：2023年3月26日

作成者：勝又敦子

〈避難訓練〉

想定される緊急事態

倉庫内のコンセントプラグからのトラッキング火災発生
その後、木材などに燃え広がる

・プラグはコンセントから抜く
・一つの電源から複数の配線を取らない
・コンセント周りの定期的な清掃（埃除去）

予防策対応策

　想定される環境に於ける緊急事態について、環境への影響を最小限にくい止めること・内外への連絡を円滑に行うこと・可能な
範囲で事前に想定、準備すること。また、定期的にその訓練を行う。更に、緊急事態の発生や、訓練の後、対応の評価と改善策
を行う。



住所

連絡先

必要・不要

必要・不要

必要・不要

対応内容
（再発防止策）

必要・不要

必要・不要

必要・不要

必要・不要

必要・不要

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

必要・不要

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

内容

電話
・

メール
・

（　　　　）

電話
・

メール
・

（　　　　）

対策
・

苦情

対策
・

苦情

対策
・

苦情

通報者

対策
・

苦情

対策
・

苦情

対策
・

苦情

対策
・

苦情

対策
・

苦情

7

4

5

6

対策
・

苦情

8

9

10

情報入手日

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

2

3

　環境コミュニケーション受付表

※苦情なし
作成・管理担当： 勝又敦子

NO.

1

情報種類

対策
・

苦情

通報方法

電話
・

メール
・

（　　　　）

回答の
必要性

必要・不要


